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主な記事から

☆　農業委員会法が改正されました　
                                       　                        ・・・ ２～３
☆　農業委員会からのお知らせ     ・・・ ４
☆　編集後記　　　　　　　　     ・・・ ４

第 40号

TEL.82-0667（農林振興課）

佐用町農業委員会

FAX.82-0017

　佐用小学校５年生は、総合的な学習の時間
に佐用高等学校農業科学科の高校生のお兄さ
ん、お姉さんに教えていただきながら米づく
りを学んでいます。籾まきをして大きくなっ
た苗を実習田に植えているところです。秋の
収穫が楽しみです。（平成 27 年 6 月撮影）
 



農
業
委
員
会
の
役
割
が
「
農

地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推

進
」
と
し
て
強
化

新
た
に
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
を
設
置

　

農
業
委
員
会
は
農
業
委
員
と
と
も

に
地
域
で
活
動
す
る
推
進
委
員
を
嘱

託
し
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
は
、
農
地
な
ど
の
利

用
の
最
適
化
の
推
進
に
取
り
組
む
体

制
を
強
化
す
る
た
め
、
担
い
手
へ
の

農
地
集
積
や
遊
休
農
地
の
発
生
防

止
・
解
消
、
新
規
参
入
の
促
進
な
ど

に
よ
る
農
地
利
用
の
効
率
化
・
高
度

化
へ
の
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。
農

地
な
ど
の
利
用
の
最
適
化
に
熱
意
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、

女
性
や
青
年
の
登
用
に
向
け
た
機
運

を
高
め
る
こ
と
が
急
務
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
農
業
委
員
会
の
所
掌

事
務
に
関
し
て
利
害
関
係
の
な
い
者

を
１
人
以
上
含
め
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

※
現
在
の
佐
用
町
農
業
委
会
の
委
員

定
数
は
、
選
挙
委
員
15
人
、
選
任
委

員
５
人
で
、
平
成
30
年
２
月
28
日
に

任
期
満
了
と
な
り
ま
す
。
任
期
満
了

後
の
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
定
数
な
ど
は
、
今
後
関

係
機
関
な
ど
で
協
議
、
検
討
し
決
定

し
て
い
く
予
定
で
す
。

農
業
委
員
の
選
出
方
法
が
変

更町
長
が
委
員
を
任
命

　

農
業
委
員
の
選
出
方
法
は
、
公
職

選
挙
法
に
基
づ
く
も
の
か
ら
町
長
が

議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る
方
法

に
変
わ
り
ま
す
。

→

　

町
長
は
、
任
命
に
あ
た
っ
て
、
あ

ら
か
じ
め
地
域
の
農
業
者
や
農
業
団

体
な
ど
に
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
、

公
募
も
行
い
ま
す
。
推
薦
と
応
募
の

結
果
は
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
、
町

長
に
は
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

認
定
農
業
者
や
女
性
農
業
者
、

青
年
農
業
者
の
登
用
促
進

　

区
域
内
に
認
定
農
業
者
が
少
な
い

場
合
な
ど
を
除
い
て
、
農
業
委
員
の

過
半
は
認
定
農
業
者
で
あ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
農
業
委
員

の
年
齢
、
性
別
な
ど
に
著
し
い
偏
り

が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と

→

識
見
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
委
嘱
し
ま

す
。

　

農
業
委
員
会
は
、
区
域
ご
と
に
農

業
者
な
ど
か
ら
推
進
委
員
の
候
補
者

の
推
薦
を
も
と
め
、
希
望
者
を
募
集

し
、
農
業
委
員
会
が
委
嘱
し
ま
す
。

 

農
業
委
員
会
法
改
正
に
お
け

る
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と

は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
す
る
の
で
す

かＡ
最
適
化
推
進
委
員
は
、
地
域
に

お
け
る
農
地
の
確
保
と
利
用
調
整
の

た
め
の
現
場
活
動
が
主
な
活
動
と
な

り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン

な
ど
、
地
域
の
農
業
者
な
ど
の
話
し

合
い
を
推
進
し
た
り
、
耕
作
放
棄
地

の
発
生
防
止
と
解
消
を
推
進
し
た
り

す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
た
め
、
農
地

中
間
管
理
機
構
と
密
接
に
連
携
を
と

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
農
業
委
員
の
活
動
は
ど
う
変
化

し
ま
す
か

Ａ
農
業
委
員
の
活
動
は
委
員
会
に

出
席
し
て
審
議
し
、
農
業
委
員
会
と

し
て
決
定
す
る
こ
と
が
主
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
最
適
化
推
進
委
員
と
連

携
し
農
地
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に

取
り
組
む
こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

Ｑ
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
に
な
る
に
は

Ａ
推
薦
・
応
募
の
期
間
、
推
薦
・

公
募
書
面
の
提
出
方
法
、
そ
の
他
必

要
な
事
項
は
町
お
よ
び
農
業
委
員
会

が
定
め
て
公
表
し
ま
す
。
農
業
委
員

に
は
、
認
定
農
業
者
等
の
担
い
手
を

中
心
に
、
女
性
や
若
者
に
も
積
極
的

に
手
を
挙
げ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重

要
で
す
。
農
業
関
係
者
だ
け
で
な
く
、

利
害
関
係
の
な
い
者
が
含
ま
れ
る
よ

う
に
し
ま
す
。

問
農
業
委
員
会　

☎
82
・
０
６
６
７

　

農
地
利
用
の
最
適
化
を
推
進

　

改
正
農
業
委
員
会
法
の
施
行
に
伴
っ
て
、
農
業
委
員
の
選
出
は
町
長
の
任
命
制
と
し
、
委
員
の
過
半
数
を
認
定
農
業
者
、

さ
ら
に
は
女
性
、
青
年
を
積
極
的
に
登
用
す
る
ほ
か
、
新
た
に
「
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
」
を
設
置
し
、
担
い
手

へ
農
地
を
集
積
・
集
約
化
し
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
に
取
り
組
み
ま
す
。

農業委員 

１．農地の貸借や売買の許可、決定
など及び農地転用などへの意見
１）農地の貸借・売買の許可、決

定など
２）遊休農地に対する措置
３）農地転用許可への意見
※違反転用への対応

２．農地利用最適化推進指針等を作
成

農地利用最適化推進委員 

１．担当地区での農地利用の最適化のため
の実践活動が主体
１）担い手への農地利用の集積・集約化
２）耕作放棄地の発生防止・解消
３）新規参入の支援活動

２．総会などに出席し、農地利用の最適化
推進に関する意見を述べる

３．農地利用最適化推進指針の作成に参画

農業委員会 

４
月
か
ら
改
正
農
業
委
員
会
法
が
施
行

町長

町議会

農業委員

 推薦 公募

 地域の農業者

任
命

農業委員会

農地利用最適化
推進委員会

 推薦 公募

 地域の農業者

委嘱

遊休農地の調査を行う農業委員

 同意

3 のうせい佐用・ちくさ川 2のうせい佐用・ちくさ川



平
成
27
年
度　

農
業
委
員
会
の

申
請
件
数

　

平
成
27
年
度
に
農
業
委
員
会
に
申
請

の
あ
っ
た
案
件
は
次
の
と
お
り
で
す
。

編
集
後
記

　

田
植
え
の
準
備
で
忙
し
い
時
期

に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
毎
年
、

も
う
一
年
農
業
を
続
け
よ
う
か
と

思
い
腰
を
上
げ
る
時
期
で
も
あ
り

ま
す
。
私
は
父
か
ら
受
け
継
い
だ

農
地
を
細
々
と
維
持
し
て
い
る
だ

け
の
若
輩
者
で
あ
り
ま
す
。

　

山
間
地
域
で
耕
作
面
積
が
小
さ

く
、
ま
た
人
口
減
少
に
歯
止
め
が

か
か
ら
な
い
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
要

因
の
中
で
、
都
市
部
か
ら
農
業
に

参
加
さ
れ
た
方
の
話
を
聞
く
と
頭

が
下
が
る
思
い
で
す
。
平
成
28
年

４
月
に
改
正
農
業
委
員
会
法
が
施

行
さ
れ
ま
し
た
が
、
た
だ
い
ま
農

業
と
農
政
を
勉
強
中
の
日
々
で

す
。

　
　
　

編
集
委
員　

高
見
重
嘉

農業委員会からの
お知らせ

infomation
問℡ 82-0667

　
　

◆
農
業
委
員
会
総
会
は

　
　

原
則
と
し
て
、
毎
月
20
日
で
す

許
可
申
請
締
切
日

◆
農
地
に
関
す
る
許
可
申
請
の
締
め
切

り
は
、
毎
月
末
で
す
。
６
月
の
委
員
会

分
は
、
５
月
31
日
㊋
が
締
切
日
で
す
。

農
業
者
年
金
『
現
況
届
』

の
提
出
を
忘
れ
ず
に

　　

現
況
届
は
、
年
金
受
給
権
者
の
か
た

が
年
金
を
受
給
す
る
資
格
が
あ
る
か
ど

う
か
、
毎
年
１
回
必
要
な
手
続
き
で
す
。

　

農
業
者
年
金
の
経
営
移
譲
年
金
や
農

業
者
老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い
る
か
た

は
、
現
況
届
を
必
ず
農
業
委
員
会
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
が
届
く
時
期

　

現
況
届
の
届
出
用
紙
は
、
５
月
末
頃

に
受
給
者
ご
本
人
あ
て
に
農
業
者
年
金

基
金
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
時
期

　

現
況
届
は
６
月
中
に
農
業
委
員
会
へ

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
経
営
移
譲
年
金
を
受
給
し
て
い
る
か

た
　

受
給
者
ご
本
人
が
、
農
地
を
取
得
す

る
な
ど
し
て
農
業
を
再
開
し
て
い
な
い

こ
と
を
確
か
め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

初
め
て
現
況
届
を
提
出
す
る
か
た
は
、

農
業
所
得
の
申
告
な
ど
の
署
名
義
が
経

営
移
譲
（
経
営
継
承
）
の
相
手
方
に
変

更
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
て
く
だ
さ

い
。
現
況
届
は
、
署
名
と
記
入
の
上
、

６
月
中
に
農
業
委
員
会
に
提
出
し
て
内

容
の
確
認
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
支
給
停
止
事
由
に
つ
い
て
は
、
現
況

届
の
裏
面
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
農
業
者
老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い
る

か
た

　

受
給
者
本
人
が
、
現
況
届
に
必
要
事

項
を
記
入
を
し
て
、
６
月
中
に
農
業
委

員
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
況
届
を
受
給
者
本
人
が
記
入
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
家
族
な
ど

が
代
理
人
と
な
っ
て
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
場
合
、
代
理
人
の
ご
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
も
併
せ
て
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
る
と

　

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
11

月
の
支
払
い
か
ら
現
況
届
が
提
出
さ

れ
る
ま
で
の
間
、
年
金
の
支
払
い
が
差

し
止
め
ら
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

問
佐
用
町
農
業
委
員
会

　

☎
82
・
０
６
６
７

　

農
業
者
年
金
基
金

　

☎
０
３
・
３
５
０
２
・
３
１
１
９

農地法第 3 条申請
( 農地取得） 59 件

農地法第４条申請
( 自作農地の転用） ３件

農地法第５条申請
( 農地を取得して転用） 33 件

農地法施行規則第 32 条
の届出 ( 農業用倉庫など） ２件
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